
入  札  公  告

　　下記のとおり一般競争を行います。
記

　１．調達する物品の名称等
　　　（１） 件　　名　　制度改正による中退共電算システムの一部改修業務
　　　（２） 仕　　様 入札説明書及び仕様書による
　　　（３） 履行期間 入札説明書及び仕様書による

　２．入札参加者の資格
　　　（１）次に該当しない者であること。
　　　　　ア　契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
　　　　　イ　次の（ア）から（カ）のいずれかに該当する者でその事実があった後２年を経過しない者
　　　　　　（ア）　契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関し不正行為をした者
　　　　　　（イ）　公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
　　　　　　（ウ）　落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げた者
　　　　　　（エ）　監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
　　　　　　（オ）　正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
　　　　　　（カ）　上記（ア）から（オ）のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理
　　　　　　　　　人、支配人、その他の使用人として使用した者
　　　　　ウ　一般競争（指名競争）参加資格申請書若しくはこれに添付する書類中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要
　　　　　　な事実について記載しなかった者
　　　（２）独立行政法人勤労者退職金共済機構における一般競争（指名競争）参加資格（物品製造等の役務）の業種区分
　 　　　 　「電算機関連事業」の等級「Ａ」・「Ｂ」・「Ｃ」･「Ｄ」いずれかの認定を受けている者であること。
　　　（３）ISO9001:2000又はこれと同等の認証を取得していること。
　　　（４）プライバシーマーク又は作業を実施する部門が情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS又はISO/IEC27001）の認定を
　　　　　受けていること。
　　　（５）業務の主たる部分を第三者に委託し、請け負わせないこと。

　３．入札参加申込み
　　　（１）入札に参加を希望する者は、下記入札事項等説明に参加しなければ入札参加することができないものとする。

　４．入札事項等説明の日時及び場所
　　　（１）日　　時　　 平成２２年１０月１２日（火）　１６時００分
　　　（２）場　　所　　 独立行政法人　勤労者退職金共済機構　５階会議室

　５．競争入札執行の日時及び場所
　　　（１）日　　時　　 平成２２年１０月１８日（月）　１０時３０分
　　　（２）場　　所　　 独立行政法人　勤労者退職金共済機構　５階会議室

　６．入札保証金及び契約保証金
　　　　全額免除する。

　７．公正な入札の確保
　　　　入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはな　
    　らない。

　８．開札
　　　（１）開札は、入札の終了後、直ちにその入札場所において、入札参加者を立会わせて行う。
　　　（２）入札参加者は前項の開札に立会わなければならない。
　　　（３）入札参加者が開札に立会わないときは、該当入札事務に関係ない当機構職員を立会わせる。

　９．入札の無効
　　　　次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
　　　（１）入札に参加する資格がない者のした入札。
　　　（２）入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの。
　　　（３）同一事項の入札について、２通以上の入札書を提出したものの入札で、その前後を判別できないもの、又はその後発のも
　　　　　の。
　　　（４）他の入札参加者の代理人を兼ねた者の入札又は２者以上の入札参加者の代理をした者の入札。
　　　（５）入札書の金額を訂正し、又は改ざんしたもの。
　　　（６）一定の金額で価格を表示していないもの。
　　　（７）同一の入札書に２件以上の入札事項を連記したもの。
　　　（８）前各号のほか、特に指定した事項に違反したもの。

１０．入札書の記載金額について
　　　　落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満
  　  の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課
  　  税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載す
  　  ること。

１１．再度入札
　　　（１）開札をした場合において、各入札参加者の入札価格が予定価格の範囲内にないときは、直ちに再度入札を行う。
　　　（２）再度入札の回数は、原則として２回以内とする。
　　　（３）再度入札に参加することができる者は、その前回の入札に参加した者のうち、該当入札が第９項の規定により無効とされ　　　　

 なかった者に限る。

１２．落札者
　　　　予定価格の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

１３．契約書の作成
　　　　契約締結に当っては、契約書を作成するものとする。

１４．本件に関する問い合わせ先
　　　　独立行政法人　勤労者退職金共済機構
　　　　　総務部最適化推進室　TEL:03-3436-0151
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年１０月５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都港区芝公園１丁目７番６号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人　勤労者退職金共済機構
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般の中小企業退職金共済事業等勘定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業務経理契約担当役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　事　　東　　健　作


